
第 １ 号 様 式 （ 第 ４ 条 関 係 ）  

政策会議案件書（ 審 議 案 件 ）  

 令 和 ８ 年 １ 月 2 8 日 提 出  

案 件 担 当  

部 課 等  
都 市 環 境 部 都 市 計 画 課  

案 件 名 称  三 浦 市 空 家 等 対 策 計 画 の 改 定 に つ い て  

部 門 経 営  
会 議 で  
審 議 し た 日  

令 和 ８ 年 １ 月 2 6 日  

資 料 の 有 無  ■ 有       □ 無  

審 議 依 頼 事 項  

 三 浦 市 空 家 等 対 策 計 画 を 別 添 案 の と お り 改 定 す る こ と に つ い

て  

現 状 と 課 題  

 三 浦 市 空 家 等 対 策 計 画 は 、 空 家 等 対 策 の 推 進 に 関 す る 特 別

措 置 法 第 ７ 条 に 規 定 さ れ た 市 町 村 の 空 家 等 に 関 す る 対 策 を 総

合 的 か つ 計 画 的 に 実 施 す る た め の 計 画 で あ り 、 令 和 元 年 ８ 月

に 策 定 し た 。  

現 計 画 の 計 画 期 間 が 令 和 ７ 年 度 ま で と な っ て お り 、 期 間 満

了 を 迎 え る こ と か ら 、 三 浦 市 空 家 等 対 策 計 画 第 ２ 期 に 改 定 す

る 。  

本 計 画 の 改 定 に あ た っ て は 、 令 和 ５ 年 度 に 空 き 家 の 実 態 調 査

や 所 有 者 等 の 意 向 調 査 を 行 い 、 令 和 ５ 年 度 か ら 令 和 ７ 年 度 に か

け て 三 浦 市 空 家 等 対 策 協 議 会 に お い て 協 議 を 重 ね 、 パ ブ リ ッ ク

コ メ ン ト を 経 て 、 令 和 ７ 年 1 1 月 2 1 日 開 催 の 三 浦 市 空 家 等 対 策

協 議 会 に お い て 別 添 案 が 了 承 さ れ た 。  

案 件 担 当 部 課 等 の 見 解  

 三 浦 市 空 家 等 対 策 計 画 に つ い て 、 別 添 の と お り 改 定 し た い 。  

審 議 決 定 後 は 、 計 画 を 改 定 、 公 表 し 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら

施 行 し た い 。  

な お 、 計 画 改 定 後 は 、 令 和 ８ 年 第 １ 回 三 浦 市 議 会 定 例 会 都 市

民 生 常 任 委 員 協 議 会 に 報 告 す る 。  

第 ５ 次 三 浦 市 総 合 計 画 及 び 予 算 と の 関 係  

大 綱 ２  地 域 の 活 力 と 快 適 な 「 ま ち 」 づ く り が 安 心 を も た

ら す 都 市  

目 標 ３  未 来 へ つ な げ る 、 安 全 ・ 快 適 で 、 持 続 可 能 な 都 市

づ く り を 目 指 し ま す 。  

施 策 １  良 好 な 都 市 空 間 の 形 成  

備 考  説 明 員  中 村 都 市 計 画 課 長  

羽 白 都 市 計 画 課 開 発 指 導 Ｇ Ｌ  
 


